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常葉野川線(常葉工区)の事業計画説明会について 
 

一般県道常葉野川線（常葉工区）について、事業計画説明会を開催しましたの

で、お知らせします。 

 

一般県道常葉野川線は、田村市常葉町常葉地内を起点とし、双葉郡葛尾村野川

地内を終点とする全長約１２ｋｍの生活幹線道路であり、日常生活及び地域間交

流を支える重要な道路であります。 

田村市常葉町常葉地内の県道常葉野川線及び上移常葉線は、幅員狭小等により

円滑で安全な交通に支障をきたしていることから、地域を支える重要な路線とし

ての安全性・信頼性を確保するために、早期に整備を行う必要があります。 

また、県道常葉野川線は田村市常葉町から葛尾村に通じる最短ルートの県道で

あり、避難されている方々の帰還の加速及び帰還後の生活再建を支援するため、

早期に整備が必要な重要な道路です。 

 今回の事業計画は、田村市との協議により市道常光寺３号線を県道常葉野川線

に編入し、県道上移常葉線の交差点から国道２８８号までの約５００ｍを県道常

葉野川線として整備する計画です。 

このことから、県では、平成２５年度に新規事業化し、現地測量及び設計業務

を進めております。 

このたび、田村市常葉町常葉地内の延長約５００ｍ区間について、道路予備設計

が完了したことから、平成２６年６月３日（火）に常葉行政局において、関係す

る皆様に計画線を示し、今後の道路詳細設計に進むための路線測量及び地質調査

に係る所有地への立入りなどについて説明をしました。 

出席した関係者の皆様からは概ねの承諾をいただいたところであり、県では引き

続き、路線測量及び道路詳細設計に着手し、一日も早い工事着手に向け事業を推

進してまいります。 
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道路事業計画箇所 

至 双葉町 

至 郡山市 

至 葛尾村 

至 上移 

事業計画(案) 延長約５００m 幅員 6.０(1０.0)m 

国道 288 号 

県道上移常葉線 

市道常光寺１号線 

市道常光寺 3 号線 

県道 常葉野川線 


